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染色汚水処理施設における硫化水素中毒災害の防止について

平成１４年６月１０日、福岡県久留米市において繊維染色工場の汚水処理施設におい

て、別添のとおり、硫化水素中毒に６名が被災し、うち４名が死亡するという災害が発

生しました。

現在、所轄の福岡労働局が中心となり、独立行政法人産業医学総合研究所と連携を図

りながら、災害発生原因等の究明に努めているところですが、本災害現場のように、腐

敗、分解することによって硫化水素を発生するおそれの高い汚泥・汚水が入れてあり、

又は、メンテナンス時に汚泥・汚水が流れ込むおそれのあるタンク、槽、管、暗きょ、

マンホール、溝又はピット等の内部は、硫化水素や酸素欠乏空気が発生・滞留等する可

能性の高い場所となります。

また、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）では、硫化水素中毒、酸素欠乏症

にかかるおそれのある場所である酸素欠乏危険場所における作業に際しては、酸素欠乏

症等防止規則（昭和４７年労働省第４２号）の関係規定の遵守を義務付けているところ

です。

ついては、今後、同種の災害の発生を防止するため、下記の事項を重点とする硫化水

素中毒災害防止対策の徹底について、会員事業者に対して周知されますよう要請します。

記

１　硫化水素中毒災害防止措置の徹底

非定常作業を含む全ての作業について硫化水素中毒等にかかるおそれのある場所の

有無を確認するともに、当該場所において労働者等に作業を行わせる場合には、次の

事項について徹底を図ること。

（１） 適正な作業計画の策定

事前に得られた情報に基づき、硫化水素中毒防止について十分考慮された作業計



画をあらかじめ作成し、当該作業計画に従って作業を行うよう徹底を図ること。

（２） 硫化水素濃度の測定の適正な実施

その日の作業を開始する前に硫化水素濃度等の測定を行うとともに、作業中も継

続して作業者近傍の硫化水素濃度等の測定を行うこと。

（３） 有効な換気の実施

作業者が作業を行う場所における硫化水素の濃度を１０ｐｐｍ以下に保つように、

十分な能力を有する換気設備を用いるなど、有効な方法で継続して換気を行うこと。

（４） 必要に応じた呼吸用保護具の着用

作業の性質上十分に換気を行うことが困難な場合は、作業者に空気呼吸器等の呼

吸用保護具を着用させること。

（５）異常な事態を早期に把握するための措置の実施

監視人の配置等異常な事態を早期に把握し、関係者に通報できる措置を講ずるこ

と。

（６）作業主任者の選任と指揮等

第２種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから酸素欠乏危険作

業主任者を選任し、適正な作業方法の決定、作業者の指揮、硫化水素濃度等の測定、

測定用具、換気装置、空気呼吸器等の器具・設備の点検、空気呼吸器等の使用状況

の監視等の業務を確実に実施させること。

（７）特別教育の実施

作業に労働者を従事させる前に、硫化水素等の発生原因、硫化水素中毒等の症状、

空気呼吸器等の使用方法、事故の場合の退避及び救急そ生の方法等についての特別

教育を実施すること。

（８）二次災害の防止

救出時等の二次災害を防止するため、救出時の空気呼吸器等の使用方法等につい

て、十分な教育訓練を実施すること。

２　専門家等の指導

必要に応じ、当該措置の実施について専門的知識を有する労働衛生コンサルタント

等の指導を受けること。
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別添

福岡県久留米市における硫化水素中毒災害について

１　発生日時　　６月１０日　午前９時５５分頃

２　発生場所　　福岡県久留米市　　Ａ社　繊維染色工場内

３　被災状況　　死亡４名　中毒２名

　　　　　　　　　　Ａ社　社員　死亡３名、中毒２名

　　　　　　　　　　Ｂ社　社員　死亡１名

　　　　　　　　　　（Ｂ社はＡ社の廃材処理担当の構内下請）

４　災害発生状況

染色廃液の処理プラントにおいて、深さ約３メートルの汚泥ピット内で、詰まった配管の復旧作

業を行っていた作業者が硫化水素（発生原因は調査中である。）を吸入して倒れ、これを助けよう

とした他の３名も硫化水素中毒で倒れ、それぞれ死亡したもの。

災害発生時、汚泥・汚水配管はジョイント部で外されて開放された状態であり、沈殿槽の汚泥・

汚水がピット内に流れ込んでいる状態であった。

なお、他にも２名の者が救助のためにピット内に入ろうとしたが、ピットのタラップを降りる途

中で気分が悪くなったため、途中で引き返している。



別紙

・　社団法人　日本染色協会　　　　　　　　　会　長　中山　賢一

　　　　　　　東京都千代田区四番町四番地

・　日本長繊維織物染色工業組合　　　　　理事長　岩崎　栄信

・　日本短繊維織物無地染色工業組合　　　理事長　姫井　志朗

・　日本経編整染工業組合　　　　　　　　理事長　小田　賢三郎

・　日本毛整理協会　　　　　　　　　　　　　会　長　　墨　明

　　　　　　愛知県名古屋市中区丸の内３－１９－６

・　日本繊維染色連合会　　　　　　　　　　　会　長　阿部　十三

　　　　　　　東京都墨田区両国１－１２－１２染色会館３階

・　日本輸出スカーフ等製造工業組合　　　　　理事長　岡垣　博視

　　　　　　　神奈川県横浜市中区住吉町１－２

・　日本輸出スカーフ捺染工業組合　　　　　　理事長　大木　正幸

　　　　　　　神奈川県横浜市中区尾上町５－８０

・　日本シロセット加工工業協同組合　　　　　理事長　富田　康弘

　　　　　　　愛知県一宮市神山３－１０－１４


